
介護保険サービス事業者実地指導 主な指摘事項 

〔（介護予防）訪問入浴介護〕 

 

１．運営に関する基準 

 

２．介護給付費の算定及び取扱い 

項目 事業所の状況 指導内容 

・介護職員処遇

改善加算 

・介護職員等特

定処遇改善加算 

・介護職員等ベ

ースアップ等支

援加算 

 

※令和 6年 6

月 1日より「福

祉・介護職員等

処遇改善加算」

に一本化 

 

介護職員処遇改善計画書

等をすべての職員に周知

していなかった。 

すべての職員に以下の内容を周知して

ください。 

・処遇改善に係る計画書 

・任用の際における職位、職責又は職務

内容等に応じた任用等の要件（介護職

員の賃金に関するものを含む） 

・資質の向上の支援に関する計画 

・介護職員の経験や資格等に応じて昇給

する仕組み又は定期昇給の仕組み 

・計画の期間中に実施する処遇改善の内

容（賃金改善に関するものを除く） 
 

令和 6年度以降の介護職員等処遇改善加算の内容については、「介

護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手

順及び様式例の提示について」（令和 6 年 3 月 15 日老発 0315

第 2号厚生労働省老健局長通知）を参照してください。 

 

項目 事業所の状況 指導内容 

重要事項説明書 重要事項説明書に記載

する項目が不足していた。 

 

 

 

平 11 老企第 25 号で例示されている

項目（運営規程の概要、訪問入浴介護従業

者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処

理の体制）については、漏れなく記載して

ください。 

勤務体制の確保 勤務開始後に雇用契約

書が締結されていた。 

雇用契約、労働者派遣契約その他の契

約に基づき、管理者の指揮命令下にある

訪問入浴介護従業者によってサービスを

提供してください。 


